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健
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援
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極
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要

情
報
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供

動
機

づ
け
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援

積
極

的
支

援

支
援

の
特

徴
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指

す
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）
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象
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生
活

習
慣
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活
習

慣
を

見
直

す
き

っ
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る
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援
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健
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了
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、

対
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者
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す
ぐ

に
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践
（

行
動

）
に

移
り

、
継

続
で

き
る

よ
う

な
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

中
に

対
象

者
が

実
践

に
取

組
な
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、
自

己
効
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を
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め
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
終

了
後

に
は

継
続
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で

き
る

よ
う

な
支

援

対
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者
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活
習

慣
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員
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・
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ら

、
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活
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要
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で

、
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活
習

慣
を
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る
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当
た

っ
て

意
志

決
定

の
支

援
が

必
要

な
者

健
診

結
果

・
問

診
か

ら
、

生
活

習
慣

の
改

善
が

必
要

な
者

で
、
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門

職
等

に
よ

る
継

続
的

な
き

め
細

や
か

な
支

援
が

必
要

な
者

期
間

健
診

結
果

と
同

時
3
0
分

程
度

～
１

日
３

か
月

～
６

か
月

程
度

支
援

頻
度

1
回

原
則

１
回

定
期

的
か

つ
頻

回

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

プ
ロ

セ
ス

健
診

結
果

と
問

診
に

基
づ

い
た

健
康

に
関

す
る

情
報

を
機

械
的

に
作

成
　

　
↓

対
象

者
に

配
布

ア
セ

ス
メ

ン
ト

（
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細
問

診
、

健
診

の
結

果
等

）
　

　
↓

健
診

結
果

と
現

在
の

生
活

習
慣

の
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づ

け
　

　
↓

対
象

者
自

ら
が

取
り

組
む

べ
き

目
標

、
実

践
可

能
な

行
動

目
標

、
評

価
時

期
等

を
設

定
（

プ
ラ

ン
の

作
成

）
　

　
↓

評
価

（
6
か

月
後

）

ア
セ

ス
メ

ン
ト

（
詳

細
問

診
、

健
診

の
結

果
等
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↓

健
診

結
果

と
現

在
の

生
活

習
慣

の
意

味
づ

け
　

　
↓

対
象

者
自

ら
が

取
り

組
む

べ
き

目
標

、
実

践
可

能
な

行
動

目
標

、
評

価
時

期
を

設
定

（
プ

ラ
ン

の
作

成
）

　
　

↓
設

定
し

た
目

標
達

成
に

向
け

た
実

践
　

　
↓

中
間

評
価

取
り

組
ん

で
い

る
実

践
と

結
果

に
つ

い
て

の
評

価
と

再
ア

セ
ス

メ
ン

ト
必

要
時

、
行

動
目

標
・

具
体

策
の

再
設

定
　

　
↓

取
り

組
み

の
継

続
も

し
く

は
再

設
定

し
た

目
標

達
成

に
向

け
た

実
践

　
　

↓
最

終
評

価
目

標
の

達
成

度
と

実
践

の
継

続
の

確
認

内
容

・ ・ ・ ・ ・

健
診

結
果

の
見

方
内

臓
脂

肪
症

候
群

、
生

活
習

慣
病

に
つ

い
て

生
活

習
慣

病
に

関
す

る
基

本
的

な
知

識
と

対
象

者
の

生
活

習
慣

の
関

連
対

象
者

個
人

の
生

活
習

慣
状

況
に

合
わ

せ
た

情
報

提
供

身
近

な
社

会
資

源

・ ・ ・ ・

詳
細

問
診

に
よ

る
健

康
度

の
評

価
と

主
観

的
健

康
観

と
の

乖
離

等
生

活
習

慣
病

の
知

識
と

生
活

習
慣

の
関

連
性

に
関

す
る

説
明

（
知

識
・

情
報

の
獲

得
、

健
康

的
な

生
活

習
慣

を
継

続
す

る
こ

と
の

必
要

性
の

理
解

）
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

に
合

致
し

た
行

動
目

標
の

設
定

評
価

時
期

の
設

定

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ※

詳
細

問
診

に
よ

る
健

康
度

の
評

価
と

主
観

的
健

康
観

と
の

乖
離

等
生

活
習

慣
病

の
知

識
と

生
活

習
慣

の
関

連
性

に
関

す
る

説
明

（
知

識
・

情
報

の
獲

得
、

健
康

的
な

生
活

習
慣

を
継

続
す

る
こ

と
の

必
要

性
の

理
解

）
生

活
習

慣
の

改
善

に
対

す
る

動
機

づ
け

実
技

、
講

習
会

な
ど

（
栄

養
・

食
生

活
、

運
動

、
そ

の
他

対
象

者
が

自
分

に
あ

っ
た

方
法

を
見

つ
け

る
選

択
肢

の
提

示
）

個
別

相
談

（
対

象
者

の
行

動
変

容
の

ス
テ

ー
ジ

に
あ

わ
せ

た
個

別
具

体
的

な
相

談
、

定
期

的
・

継
続

的
に

実
施

）
行

動
目

標
、

評
価

の
時

期
の

設
定

評
価

と
実

践
内

容
の

継
続

支
援

「
無

関
心

期
」

「
関

心
期

」
に

あ
る

場
合

は
、

対
象

者
に

合
わ

せ
た

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

行
う

支
援

形
態

紙
媒

体
、

IT
、

結
果

説
明

会
等

・ ・ ・

個
別

面
接

集
団

指
導

（
グ

ル
ー

プ
ワ

ー
ク

や
学

習
会

等
）

Ｉ
Ｔ

（
双

方
向

）

・ ・ ・ ・ ・

個
別

面
接

集
団

指
導

小
集

団
（

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
、

自
助

グ
ル

ー
プ

等
）

ピ
ア

サ
ポ

ー
ト

通
信

、
Ｉ

Ｔ
等

　　（参考１）保健指導の内容

単
独

又
は

組
み

合
わ

せ
る
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（参考２）アウトソーシング基準（「標準的な健診・保健指導プログラム」（暫定版）（抄）） 

 
第２編 健診 

第６章 健診の実施に関するアウトソーシング 

（１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、土日・

祝日に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となり、健診の受診

率の向上が図られる。一方で、精度管理が適切に行われないなど健診の質が考慮されない価

格競争となることも危惧されるため、質の低下に繋がることがないよう委託先における健診

の質を確保することが不可欠である。 

 

○ 医療保険者が事業者1へ健診の実施を委託する場合には、委託基準を作成し、本プログラム

に定める内容の健診が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、健診・保健指

導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 委託先の事業者は、健診の実施機関ごとに測定値及びその判定等が異ならないよう、健診

の精度管理を適切に行う必要がある。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、健診が適切に実施されているかについてモニタリン

グを行うことが重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱わなければならず、

特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日閣議決定）等

において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必

要がある分野の一つとされていることから、委託先の事業者は個人情報を適切に取り扱わな

ければならない。なお、健診結果等の情報を取り扱う業務のみを委託する場合にも、委託先

の事業者は次ページ（２）④に定める健診結果等の情報の取扱いに関する基準を遵守するこ

とが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協議会等

においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を掲載するなど

の方策を検討する必要がある。 

 

○ なお、巡回型・移動型で健診を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同じとす

る必要がある。 

※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要があるかについて

は、今後、更に検討が必要。 

 

（２）具体的な基準 

①人員に関する基準 

ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な医師、臨床検査技師及

び看護師等が確保されていること。 

 

 ②施設又は設備等に関する基準 

  ａ 本プログラムに定める内容の健診を適切に実施するために必要な施設及び設備を有して

                                                  
1 医療保険者から健診業務の委託を受けて健診を実施する事業者をいう。 
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いること。 

ｂ 検査や診察を行う際、受診者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が確保さ

れていること。 

ｃ 救急時における応急処置のための設備を有していること。 

ｄ 健診が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③精度管理に関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める検査項目では、標準物質による内部精度管理が定期的に行

われ、検査値の精度が保証されていること。 

  ｂ 現在実施されている種々の外部精度管理調査（日本医師会、日本臨床検査技師会、全国

労働衛生団体連合会など）を定期的に受け、検査値の精度が保証されている結果であるこ

と。 

  ｃ 健診の精度管理上の問題点があった場合に、適切な対応策が講じられること。 

 

④健診結果等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して健診結果を安

全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式により提出すること。 

ｂ 健診の受診者本人への通知に関しては、国が定める標準的な様式により行われるように

すること。 

ｃ 受診者の健診結果や心電図等の健診記録が適切に保存・管理されていること。 

ｄ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドラ

イン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平

成１６年１２月２４日厚生労働省）、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイドライン」（平成１６年１２月２７日厚生労働省）、「国民健康保険組合における

個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成１７年４月１日厚生労働省）等）等

を遵守すること。 

ｅ 健診結果の電子媒体による保存等については、「医療情報システムの安全管理に関するガ

イドライン」（平成１７年３月厚生労働省）を遵守すること。 

ｆ 健診結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供すべき

であり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できない番号を付すことなどにより、

当該個人情報を匿名化すること。 

 

⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって受診が容易になるよう、利用者の利便性に配慮した健診（例えば、土日・

祝日に行うなど）を実施するなど受診率を上げるよう取り組むこと。 

  ｂ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な健診の実施状況を確認する上で必要な資

料の提出等を速やかに行うこと。 

  ｃ 健診実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該健診実施者の資質の向上に

努めていること。 

ｄ 本プログラムに定める内容の健診を適切かつ継続的に実施することができる財務基盤を

有すること。 

ｅ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が委託先

と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約において本基

準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 
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第３編 保健指導 

第６章 保健指導の実施に関するアウトソーシング 

（４）委託基準 

１）基本的考え方 

 ○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保健指導（例えば、

土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど対象者のニーズを踏まえた対応が可能となるな

ど、多様な事業者による競争により保健指導のサービスの質の向上が図られる。一方で、効

果的な保健指導が行われないなど保健指導の質が考慮されない価格競争となり、質の低下に

繋がることがないよう委託先における保健指導の質の確保は不可欠である。 

 

 ○ 医療保険者が事業者2へ保健指導の実施を委託する場合には、当該医療保険者との役割分担、

責任が詳細にわたって明確にされた上で、委託基準を作成し、本プログラムに定める内容の

保健指導が適切に実施される事業者を選定する必要がある。なお、健診・保健指導の事業の

企画及び評価については医療保険者自らが行う。 

 

 ○ 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が適切に実施されているかについてモニタ

リングを行うことが重要である。 

 

 ○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果について外部の人間も含め複数の観点から評価を

行うことが重要である。その際には、保健指導の専門的知識を有する者の意見を聴くことが

重要である。 

 

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し、適切に取り扱われなければならず、

特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」等において、個人情報の性質や利用

方法等から、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つとされており、

委託先の事業者は個人情報を適切に取り扱わなければならない。なお、保健指導の記録等の

情報を取り扱う業務のみを委託する場合にも、委託先の事業者は２）④に定める保健指導の

記録等の情報の取扱いに関する基準を遵守することが求められる。 

 

 ○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者協議会等

においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種情報を掲載するなど

の方策を検討する必要がある。 

 

 ○ なお、巡回型・移動型で保健指導を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う基準と同じ

とする必要がある。 

 
※ 医療保険者自らが実施する場合も本基準と同じ基準を満たす必要があるかについ

て、これまで医療保険者により行われてきた保健事業の実施体制等の現状を踏まえて、

今後、検討が必要（例えば、看護師の位置づけなど）。 

 

 

 

２）具体的な基準 

  ①人員に関する基準 

ａ 事業所の管理者3は、医師、保健師、管理栄養士であること。 

さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養

士会等が実施する一定の研修の修了者であること。 

また、常勤の者であること。 

                                                  
2 医療保険者から保健指導業務の委託を受けて保健指導を実施する事業者をいう。 
3事業所における保健指導の業務を統括する者をいう。 
 －19－



ｂ 動機づけ支援や積極的支援において、①初回の面接、②対象者の行動目標・支援

計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医師、保健師、管理栄養

士であること。 

さらに、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護協会、日本栄養

士会等が実施する一定の研修の修了者であることが望ましいこと。 

ｃ 対象者ごとに支援計画の実施について統括的な責任を持つ医師、保健師、管理栄

養士が決められていること。 

ｄ 積極的支援のプログラムのうち、食生活に関する保健指導は、管理栄養士その他

の食生活に関する専門的知識を有する者により提供されること。 

また、食生活に関する保健指導を自ら提供する場合には、管理栄養士その他の食

生活に関する専門的知識を有する者を必要数雇用していること。 

ｅ  積極的支援のプログラムのうち、運動に関する保健指導は、運動に関する専門的

知識を有する者（例えば、健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士等）

により提供されること。 

また、運動に関する保健指導を自ら提供する場合には運動に関する専門的知識を

有する者を必要数雇用していることが望ましいこと。 

ｆ 保健指導対象者が治療中の場合には、ｃに掲げる者が必要に応じて当該保健指導対象者

の主治医と連携を図ること。 

 

②施設又は設備等に関する基準 

 ａ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な施設及び設備を有

していること。 

ｂ 個別指導を行う際、対象者のプライバシーが十分に保護される施設（部屋）が確保され

ていること。  

ｃ 運動の実践指導を行う場合には、救急時における応急処置のための設備を有しているこ

と。 

ｄ 保健指導が実施される施設の敷地内が全面禁煙とされていること。 

 

③保健指導の内容に関する基準 

  ａ 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、対象者や地域、職

域の特性を考慮したものであること。 

  ｂ 具体的な保健指導のプログラム（支援のための材料、学習教材等を含む）は、医療保険

者に提示され、医療保険者の了解が得られたものであること。 

ｃ  最新の知見、情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いること。 

ｄ 個別指導を行う場合はプライバシーが保護される場で行われること。 

ｅ 契約期間中に、保健指導を行った対象者から指導内容について相談があった場合は、事

業者は相談に応じること。 

  ｆ 保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断した者への対応に

ついては、個別訪問するなど対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図るこ

と。 

 

 ④保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準 

ａ 本プログラムにおいて定める電子的標準様式により、医療保険者に対して保健指導対象

者の保健指導レベル、効果（腹囲、体重）等を安全かつ速やかにＣＤ－Ｒ等の電磁的方式

により提出すること。 

ｂ 保健指導に用いた詳細な質問票、アセスメント、具体的な指導の内容、フォローの状況

等が適切に保存・管理されていること。 

ｃ 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドラ
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イン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、

「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、「国民健康保

険組合における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」等）等を遵守すること。 

ｄ 健診データや保健指導データの電子媒体による保存等については、「医療情報システムの

安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。  

ｅ インターネットを利用した保健指導を行う場合には、「医療情報システムの安全管理に関

するガイドライン」の 6.9 外部と個人情報を含む医療情報を交換する場合の安全管理に規

定されているとおり、①秘匿性の確保のための適切な暗号化、②通信の起点・終点識別の

ための認証、③リモートログイン制限機能により安全管理を行うこと。さらに、①インタ

ーネット上で保健指導対象者が入手できる情報の性質に応じて、パスワードを複数設ける

こと（健診データを含まないページにアクセスする場合には英数字のパスワードとし、健

診データを含むページにアクセスする場合には本人にしか知りえない質問形式のパスワー

ドとする等）、②インターネット上で健診データを入手できるサービスを受けることについ

て必ず本人の同意を得ること、③当該同意を得られない者の健診データは、当該サービス

を受ける者の健診データとは別の保存場所とし、外部から物理的にアクセスできないよう

にすること等により、外部への情報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵

入等の防止のための安全管理を徹底すること。 

ｆ 保健指導結果の分析等を委託する際には、本来必要とされる情報の範囲に限って提供す

べきであり、個人情報をマスキングすることや個人が特定できない番号を付すことなどに

より、当該個人情報を匿名化すること。 

 

 ⑤運営等に関する基準 

ａ 対象者にとって保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配慮した保健指導（例

えば、土日祝日・夜間に行うなど）を実施するなど保健指導の実施率を上げるよう取り組

むこと。 

ｂ 対象者から苦情を受け付ける窓口が設置され、苦情への対応が適切に行える体制である

こと。 

ｃ 医療保険者の求めに応じ、医療保険者が適切な保健指導の実施状況を確認する上で必要

な資料の提出等を速やかに行うこと。 

ｄ 保健指導を行う際に商品等の勧誘・販売等を行わないこととするとともに、保健指導を

行う地位を利用した不当な推奨・販売（例えば、商品等を保健指導対象者の誤解を招く方

法で勧めること）等を行わないこと。 

  ｅ 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健指導実施者の資質

の向上に努めていること。 

ｆ 本プログラムに定める内容の保健指導を適切かつ継続的に実施することができる財務基

盤を有すること。 

ｇ 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる場合には、医療保険者が委託先

と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先との契約において本基

準に掲げる事項を遵守することを明記すること。 
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